
９月10日は下水道の日９月10日は下水道の日９月10日は下水道の日９月10日は下水道の日

大雨、台風の季節です！市では、家庭の浸水
対策に関する助成制度を設けています。ぜひ
ご活用ください！！

●止水板設置補助制度
◆補助対象　市内に在住する浸水被害の恐れのある
建物などの所有者または使用者。ただし、市税など
の滞納がない人。
◆補助金額　止水板設置工事費用の１/２を助成し
ます。（上限50万円）
※すでに設置済・購入済の場合などは助成の対象に
なりません。
◆申請方法
　購入前に、下水道
河川計画課へご相談
ください。

●雨水流出抑制施設設置補助制度
◆補助対象 市内の土地の所有者または使用者で、
雨水貯留タンクを設置する人。ただし、市税などの
滞納がない人。
◆補助金額 製品代（雨水貯留タンク・付属品）の
２/３を助成します。（上限３万円）
※運送費・設置費は助成の対象
にはなりません。
※雨水貯留タンクの容量は80ℓ
以上とします。
◆申請方法　購入前に、下水道
保全課、または北部・瀬戸下水
道事務所へご相談ください。

　９月は大きな台風がよく来る月とされています。大雨に備えることは下水道の大きな役割であることから、毎
年９月10日を「下水道の日」と定め、下水道について理解と協力を得ることを目的に、全国的にさまざまな啓発
行事などが実施されています。

大雨のときの下水道について
　大雨の際、道路の冠水や宅地の浸水が発生し、マンホールや汚水桝の隙間などから雨水が下水管に入り込みます。
　下水管が雨水で一杯になって排水できず、マンホールから水があふれたり、地域によっては、下水道の流れ
が悪くなり、宅内で以下のような状況が発生する場合があります。対応などの詳細は、ＨＰで紹介しています。

●トイレなどからゴボゴボと音がする…
　汚水管の空気が押し出されることが原因です。音が収まるまで、下水道（トイレ、ふろなど
　の水回り）の利用を控えていただくことをお勧めします。
●トイレなどが流れづらく、水が押し戻されて水位が上がる…
　簡易的な逆流防止策として、水のう（ビニール袋などに水を入れ、口を縛ったもの）で排水
　口などをふさぐ方法があります。

●第28回「地域と下水道のふれあいデー」の開催

　下水道の役割や重要性などについて、楽しみなが
ら学ぶことができるイベントです。
■日 ９月14日㈯10時～14時（少雨決行）
■内 クイズラリー、おもしろ下水道探検（施設見学）、
子ども芋掘り、餅つきほか
■場 児島湖流域下水道浄化センター（玉野市東七区）

●コスモス畑の見学

　岡東浄化センター（東区升田）敷地内には、約
3,000㎡のコスモス畑があり、毎年９月下旬から10 
月上旬には約３万本ものコスモスが咲き乱れます。
見頃の時期には一般開放をしていますので、ぜひお
越しください。開放日など詳細は、ＨＰをご確認い
ただくか、下記へお問い合わせくだ
さい。

イベント情報

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 ■  ■ 問  「地域と下水道のふれあいデー」実行委員会
　☎0863-51-1955

 ■  ■ 問  下水道施設管理課（東部）
　☎086-948-4540

 ■  ■ 問  下水道河川計画課　☎086-803-1499

 ■  ■ 問  下水道保全課　☎086-803-1491

 ■ 問   環境事業課　☎086-803-1297、1298、1321
　平成30年７月豪雨災害では、災害により壊れた家具や家電製品などの「片付け
ごみ」の一部が、ごみステーションや道路に排出されました。
　これらの「片付けごみ」が、ごみステーションに排出されると、通常のごみ収集に支障が
生じます。また、道路に排出されると、車両の通行の妨げとなる恐れがあります。
　災害時におきましては、これらの「片付けごみ」は、地域の仮置場（公園などを想定）へ
排出するとともに、分別の徹底をお願いします。

　決められた曜日に出してください
（被災状況によっては予定通り収集
できない場合もあります）。
　　　　生ごみの収集に支障をきた
すので、片付けごみは出さないでく
ださい。

　消防車や救急車の通行の妨げになるので、
道路には出さないでください。

衛生上、家に置いておけないもの

◆分別のお願い

ごみステーション

速やかなごみ処理には皆さんのご協力が必要です

ブロック・瓦

家電製品

家具類

災害時のごみの出し方について

可燃ごみ可燃ごみ

　災害時は、災害ごみの収集を優先
します。市から収集についてお知ら
せするまで、自宅に分別して保管し
てください。

不燃ごみ・粗大ごみ
資源化物

不燃ごみ・粗大ごみ
資源化物

◆被災後、家の中で生活する上で支
障があり、急いで捨てる必要がある
壊れた家具などを一時的に集める場
所です。
◆できるだけ分別して持ち込みをし
てください（臭いのでるものは持ち
込まないでください）。

災害により壊れた家具・家電・割れた
食器・ブロック・瓦・折れた樹木など

地域の仮置場
（公園などを想定しています。）片付けごみ片付けごみ

※このページを切り取り、保存しておいてください。

注 意

注 意
▲止水板設置例（浦安ポンプ場）

▲雨水貯留タンク
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